
2022年 10月 4日現在

代金取立手数料改定のご案内

お客さま各位

【改定内容】

株式会社埼玉りそな銀行

平素より、埼玉りそな銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

２０２３年１月16日（月）に代金取立手数料を改定します。

また、電子交換所の設立・運用開始に伴い、全国の手形交換所が廃止され、手形・小
切手の交換業務は電子交換所に統一されるため、２０２２年１１月４日（金）よりお取扱
区分を一部変更します。

日頃よりご利用いただいているお客さまにはご迷惑をおかけ致しますが、今後もより
一層サービスの向上に努めて参りますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げ
ます。

項 目 お取扱区分

改定前 改定後

手数料
（1件あたり）

2022年11月4日(金)
～

2023年1月13日(金)
(1件あたり)

2023年1月16日(月)
以降

(1件あたり)

代金取立

手数料

同一手形
交換所内
および相
互に乗入
れしてい
る手形交
換所内※

埼玉りそな銀行・
りそな銀行・関西
みらい銀行本支
店あて

440円 440円

880円

他行あて 660円 660円

上記以外
の異なる
手形交換
所間

埼玉りそな銀行・
りそな銀行・関西
みらい銀行本支
店あて

660円

他行あて 1,100円

りそなグループでは、手形・小切手機能の全面電子化に向け、様々な電子決済
ソリューションを取り扱っており、お客さまの利便性・生産性向上に向けた
ご提案を引き続き行って参ります。

詳しくは店頭でご確認ください

※ 2022年11月4日（金）以降、手形の交換所は電子交換所のみになります。


